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孤独・孤立対策推進法（令和 6 年 4 月 1 日施行）1

第二期成年後見制度利用促進基本計画２

社協を取り巻く環境２



16 17

第
１
章

コロナ禍の日常生活の長
期にわたる変化に伴う高
齢者、障害者、子どもた
ちへの今後の影響

コロナ禍で緊急対応した
課題への地域と連携した
継続的な関わり

課題１

必要な取組み１

これまでは把握されてい
なかったが、コロナ禍で
顕在化した新たな地域生
活課題

新たに把握した課題の
実情を具体的に把握し、
関係機関、地域住民と
地域生活課題として共有

課題２

必要な取組み２

地域活動の担い手と今後
の活動のあり方への影響

休止した地域活動の再開
・継続支援や新たな担
い手づくり

課題３

必要な取組み３

情報格差への対応

情報格差を生まない
効果的な情報発信

課題４

必要な取組み４

社協と社会福祉法人・福祉施設の連携・協働推進方策３

コロナ禍で顕在化した地域課題４
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≪区の計画との関係≫

（※）地域福祉活動計画・・・社会福祉法第 109 条の規定に基づく民間組織である社協が活動計画として策定する
計画で、本計画に内包しています。

連 携

新宿社協

第５次経営計画 （R6～R10） 内包：地域福祉活動計画（※）

新宿区実行計画（第三次 R6～R9）

新宿区総合計画（H30～R9） 内包：地域福祉計画

内包：新宿区成年後見制度利用促進基本計画

内包：新宿区成年後見制度利用促進基本計画

新宿区
高齢者保健福祉計画（R6～8）

第9期介護保険事業計画（R6～8）

新宿区障害者計画（H30～R9）

第3期新宿区障害児福祉計画・
第7期新宿区障害福祉計画（R6～R8）

一
体
的
に
策
定

新宿区

新宿区基本構想（H20～R7）

新宿区第三次実行計画（令和 6 年度～令和 9 年度）５


